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「特別加入申請・変更・脱退届」処理後の事務局への提出について 

 

日頃は、当センターの業務運営にご協力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、令和８年６月１５日付けで、愛知労働局労働保険適用・事務組合課長から

別紙のとおり通知がありましたので、下記にご留意のうえ、適切な事務処理をお願

い致します。 

 

記 

 

（１）電子申請の場合 

電子申請については、これまで事務組合（→先生方）に郵送されていた承認 

通知書が、今後は労働局から郵送されません。 

このため、e-Gov 審査終了の通知後、３日以内に事務局へＦＡＸかメールを 

して下さい。 

 

（２）紙提出の場合 

従来通り、提出時に原本とコピー（控え）を一枚添付して、西監督署に提出 

をして下さい。 

西監督署へ提出後、受付印の押された控えの到着後３日以内に、事務局へ 

ＦＡＸかメールをして下さい。 

 

（３）年度更新時(４．５月)の取扱い 

４・５月は西監督署提出前に、事務局への連絡をお願い致します。 

 

（４）その他 

① 提出後、事務局に報告がされない場合、年度更新に反映されない為、保険 

料が正しく計算されません。 

加入の場合は、カード（証明書）発行ができません。 

申請後、必ず事務局への報告をお願い致します。 

② 社会保険労務士事務所内で、事務処理をされる皆様への周知徹底をよろし 

くお願い致します。 

 

事務局：担当 横井・松井 






